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【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目３番１号

【電話番号】 03－6721－1740(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO　　横山　幸太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目３番１号

【電話番号】 03－6721－1740(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO　　横山　幸太郎

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の

種類】

 

株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額  

ブックビルディング方式による募集 860,455,000円

売出金額  

 (引受人の買取引受けによる売出し)  

ブックビルディング方式による売出し 315,150,000円

 (オーバーアロットメントによる売出し)

ブックビルディング方式による売出し 199,022,000円

 (注)　募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額（会社

法上の払込金額の総額）であり、売出金額は、有価証券届

出書の訂正届出書提出時における見込額であります。
 

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年５月19日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による売出

し332,500株(引受人の買取引受による売出し220,000株・オーバーアロットメントによる売出し112,500株)から

269,200株(引受人の買取引受による売出し165,000株・オーバーアロットメントによる売出し104,200株)への変

更を平成26年５月20日開催の取締役会において決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券

届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行株式

５　新規発行による手取金の使途

 (2) 手取金の使途

第２　売出要項

１　売出株式(引受人の買取引受による売出し)

３　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)

募集又は売出しに関する特別記載事項

２　第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行株式】

(訂正前)

種類 発行数（株） 内容

普通株式 530,000(注)２.

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら

限定のない当社における標準となる株式であります。

また、単元株式数は100株であります。

(注) １.　平成26年５月19日開催の取締役会決議によっております。

２.　発行数については、平成26年６月３日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

３. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４.　上記とは別に、平成26年５月19日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式

112,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２. 第三者割当増資とシンジケートカバー

取引について」をご参照下さい。

 

(訂正後)

種類 発行数（株） 内容

普通株式 530,000(注)２.

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら

限定のない当社における標準となる株式であります。

また、単元株式数は100株であります。

(注) １.　平成26年５月19日開催の取締役会決議によっております。

２.　発行数については、平成26年６月３日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

３. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４.　上記とは別に、平成26年５月19日開催の取締役会及び平成26年５月20日開催の取締役会において、野村證券株式

会社を割当先とする当社普通株式104,200株の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２. 第三者割当増資とシンジケートカバー

取引について」をご参照下さい。
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５ 【新規発行による手取金の使途】

 

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記の手取概算額924,316千円については、「１ 新規発行株式」の（注）４に記載の第三者割当増資の手取概算額上限

197,685千円と合わせて、広告配信量及び取扱うデータ量の増加に対応するため、サーバー等の設備投資に平成26年９月期

に11,220千円、平成27年９月期に145,270千円、平成28年９月期に258,040千円を充当する予定であります。また、DSP（後

述 ３ 事業の内容 (1)RTB及びDSPの概要）の開発、改良、増強のための開発人員の人件費として平成26年９月期に6,922千

円、平成27年９月期に68,284千円、平成28年９月期に260,419千円、データセンターの利用料として平成26年９月期に

18,439千円、平成27年９月期に100,290千円、平成28年９月期に179,870千円を充当する予定であります。

残金は、戦略的な事業規模拡大の資金（新規事業、新規サービス等）等に充当する予定でありますが、現時点では、具体

的な内容、金額等で決定したものはありません。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

（注） 設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」をご参照下さ

い。

 

(訂正後)

上記の手取概算額924,316千円については、「１ 新規発行株式」の（注）４に記載の第三者割当増資の手取概算額上限

183,100千円と合わせて、広告配信量及び取扱うデータ量の増加に対応するため、サーバー等の設備投資に平成26年９月期

に11,220千円、平成27年９月期に145,270千円、平成28年９月期に258,040千円を充当する予定であります。また、DSP（後

述 ３ 事業の内容 (1)RTB及びDSPの概要）の開発、改良、増強のための開発人員の人件費として平成26年９月期に6,922千

円、平成27年９月に68,284千円、平成28年９月期に260,419千円、データセンターの利用料として平成26年９月期に18,439

千円、平成27年９月期に100,290千円、平成28年９月期に179,870千円を充当する予定であります。

残金は、戦略的な事業規模拡大の資金（新規事業、新規サービス等）等に充当する予定でありますが、現時点では、具体

的な内容、金額等で決定したものはありません。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

（注） 設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」をご参照下さ

い。
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第２ 【売出要項】

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

(訂正前)

平成26年６月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件（引受

人の買取引受による売出し）　(2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出要項」におい

て「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の

価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額

を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出

人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

 

種類 売出数(株)
売出価額の総額

(円)
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

―
入札方式のうち
入札による売出し

― ― ―

―
入札方式のうち
入札によらない
売出し

― ― ―

普通株式
ブックビルディング
方式

220,000 420,200,000

神奈川県逗子市
海老根　智仁　　　　　　　165,000株
東京都港区
横山　隆治　　　　　　　　55,000株

計(総売出株式) ― 220,000 420,200,000 ―

(注) １.　上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２.　「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたしま

す。

３.　売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,910円）で算出した見込額であります。

４.　売出数等については今後変更される可能性があります。

５. 振替機関の名称及び住所は、「第1　募集要項　1　新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一であり

ます。

６.　本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる

売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出

し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

７.　引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容について

は、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)

平成26年６月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件（引受

人の買取引受による売出し）　(2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出要項」におい

て「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の

価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額

を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出

人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

 

種類 売出数(株)
売出価額の総額

(円)
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

―
入札方式のうち
入札による売出し

― ― ―

―
入札方式のうち
入札によらない
売出し

― ― ―

普通株式
ブックビルディング
方式

165,000 315,150,000

神奈川県逗子市
海老根　智仁　　　　　　　110,000株
東京都港区
横山　隆治　　　　　　　　55,000株

計(総売出株式) ― 165,000 315,150,000 ―

(注) １.　上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２.　「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたしま

す。

３.　売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,910円）で算出した見込額であります。

４.　売出数等については今後変更される可能性があります。

５. 振替機関の名称及び住所は、「第1　募集要項　1　新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一であり

ます。

６.　本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる

売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出

し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

７.　引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容について

は、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

(訂正前)

種類 売出数(株)
売出価額の総額

(円)
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

―
入札方式のうち
入札による売出し

― ― ―

―
入札方式のうち
入札によらない
売出し

― ― ―

普通株式
ブックビルディング
方式

112,500 214,875,000
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
野村證券株式会社　　　　　112,500株

計(総売出株式) ― 112,500 214,875,000 ―

(注) １.　オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を

勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売

出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があります。

２.　オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成26年５月19日開催の取締役会において、野村證

券株式会社を割当先とする当社普通株式112,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券株

式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通

株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２.　第三者割当増資とシンジケートカ

バー取引について」をご参照下さい。

３.　上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

４.　「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いた

します。

５.　売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,910円）で算出した見込額であります。

６.　振替機関の名称及び住所は、「第1　募集要項　1　新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一であり

ます。
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(訂正後)

種類 売出数(株)
売出価額の総額

(円)
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

―
入札方式のうち
入札による売出し

― ― ―

―
入札方式のうち
入札によらない
売出し

― ― ―

普通株式
ブックビルディング
方式

104,200 199,022,000
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
野村證券株式会社　　　　　104,200株

計(総売出株式) ― 104,200 199,022,000 ―

(注) １.　オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を

勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売

出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があります。

２.　オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成26年５月19日開催の取締役会及び平成26年５月

20日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式104,200株の第三者割当増資の決議

を行っております。また、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに

係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があ

ります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２.　第三者割当増資とシンジケートカ

バー取引について」をご参照下さい。

３.　上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

４.　「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いた

します。

５.　売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,910円）で算出した見込額であります。

６.　振替機関の名称及び住所は、「第1　募集要項　1　新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一であり

ます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

２.　第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

(訂正前)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主

幹事会社が当社株主である本田　謙（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は平

成26年５月19日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式112,500株の第三者割当増資（以下「本件

第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下

のとおりであります。

 

(1) 募集株式の数 当社普通株式　112,500株

(2) 募集株式の払込金額 未定(注)１.

(3)
増加する資本金及び資本準備金に
関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項
に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
る資本金の額を減じた額とする。(注)２．

(4) 払込期日 平成26年７月23日(水)

(注) １. 募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、平成26年６月３日開催予定の取締役会において決定される予定の

「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であります。

２. 割当価格は、平成26年６月12日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とす

る予定であります。

 

また、主幹事会社は、平成26年６月24日から平成26年７月15日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし

て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取

引を行う場合があります。

主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じない予

定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結

果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があり

ます。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか

若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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(訂正後)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主

幹事会社が当社株主である本田　謙（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は平

成26年５月19日開催の取締役会及び平成26年５月20日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式

104,200株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資

の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

 

(1) 募集株式の数 当社普通株式　104,200株

(2) 募集株式の払込金額 未定(注)１.

(3)
増加する資本金及び資本準備金に
関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項
に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
る資本金の額を減じた額とする。(注)２．

(4) 払込期日 平成26年７月23日(水)

(注) １. 募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、平成26年６月３日開催予定の取締役会において決定される予定の

「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であります。

２. 割当価格は、平成26年６月12日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とす

る予定であります。

 

また、主幹事会社は、平成26年６月24日から平成26年７月15日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし

て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取

引を行う場合があります。

主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じない予

定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結

果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があり

ます。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか

若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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